
バイオマス活用推進専門家会議の設置について(案)

平 成 ２ ２ 年 ２ 月 ３ 日

バイオマス活用推進専門家会議決定

バイオマス活用推進基本法(平成２１年法律第５２号)第３３条第２項に基

づき、バイオマス活用推進専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置

する。

１．組織

１ 専門家会議は、バイオマスに関する専門的知見を有する者、バイオ

マスの大部分が農山漁村に由来することにかんがみ、農林水産業を営

む者等であって、関係府省の長（内閣府にあっては科学技術政策担当

大臣）が任命する者をもって構成する。

２ 専門家会議の事務局を農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課バ

イオマス推進室に置く。

２．事務

専門家会議は、推進会議の要請を受け、バイオマス活用推進に関する専

門的事項について検討を行い、推進会議に報告するものとする。

３．専門家会議の開催

専門家会議は、推進会議の要請に応じ、開催するものとする。

４．その他

専門家会議の運営等に関し必要な事項は、専門家会議において定める。

資料１



バイオマス活用推進専門家会議委員 

 
 

相川 高信 （三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社政策研究事業本部 

環境エネルギー部 副主任研究員） 

青山 佳世 （フリーアナウンサー） 

青山 俊介 （社団法人日本有機資源協会副会長） 

赤池 学  （株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所代表取締役所長） 

浅野 直人 （福岡大学法学部教授） 

大石 美奈子（社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会環境委員会副会長） 

大下 滋  （新日本製鐵株式会社常務執行役員） 

大場 龍夫 （株式会社森のエネルギー研究所代表取締役） 

金沢 滋  （林業経営家） 

公文 正人 （全国清涼飲料工業会専務理事） 

栗山 浩一 （京都大学大学院農学研究科教授） 

古口 達也 （栃木県茂木町長） 

斉木 隆  （社団法人地域資源循環技術センター上級顧問） 

迫田 章義 （東京大学生産技術研究所教授） 

志澤 勝  （有限会社ブライトピック会長）  

新名 惇彦 （奈良先端科学技術大学院大学副学長） 

大聖 泰弘 （早稲田大学大学院創造理工学研究科教授） 

津野 洋  （京都大学大学院工学研究科教授） 

土肥 義治 （独立行政法人理化学研究所理事） 

中山 寛治 （社団法人日本自動車工業会常務理事） 

永田 清  （愛知県農林水産部長） 

畑 伸夫  （石油連盟常務理事） 

廣江 譲  （電気事業連合会理事・事務局長） 

藤井 絢子 （NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク代表） 

横山 伸也 （東京大学大学院農学生命科学研究科教授） 

（２５名：五十音順、敬称略） 


